
平
成
二
十
二
年
三
月
二
日
受
領

答

弁

第

一

五

三

号

内
閣
衆
質
一
七
四
第
一
五
三
号

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣

鳩

山

由

紀

夫

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
国
会
議
員
の
兼
職
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
国
会
議
員
の
兼
職
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
長
名
で
発
出
さ
れ
た
通
知
の
趣
旨
は
、
土
地
改
良
区
及
び
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合

会
（
以
下
「
土
地
改
良
区
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
公
共
性
の
高
い
事
業
を
行
っ
て
い
る
団
体
で
あ
り
、
政

治
的
中
立
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
国
会
議
員
（
以
下
「
議
員
」
と
い
う
。
）
が
役

員
を
兼
職
す
る
等
特
定
の
組
織
、
政
党
等
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
の
疑
念
を
国
民
か
ら
持
た
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

当
該
通
知
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
第
八
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規

定
す
る
農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
行
政
指
導
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
行
政
手
続
法

（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
当
該
通
知
の
内
容
は
、
相
手
方
の
任

意
の
協
力
に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
土
地
改
良
区
等
へ
の
通
知
の
発
出
の
通
例
に
合
わ
せ
て
、
農
林
水
産
大
臣
が

一



農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
長
に
対
し
て
通
知
の
発
出
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

土
地
改
良
区
等
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
公
共
性
の
高
い
事
業
を
行
っ
て
い
る
団
体
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
そ
の

政
治
的
中
立
性
の
確
保
は
重
要
で
あ
り
、
議
員
が
団
体
の
執
行
機
関
た
る
役
員
を
兼
職
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
も
っ
て
、

当
該
団
体
が
特
定
の
組
織
、
政
党
等
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
国
民
か
ら
持
た
れ
る
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

「
議
員
等
が
兼
職
に
よ
り
就
任
す
る
な
ど
」
に
は
、
土
地
改
良
区
等
の
役
員
等
に
、
議
員
の
ほ
か
、
そ
の
候
補
者
、
政
党

の
役
員
等
が
就
い
て
い
る
場
合
が
含
ま
れ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
通
知
は
、
土
地
改
良
区
等
の
政
治
的
中
立
性
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、
議
員
が
役
員
を
兼
職
す
る
等
特
定
の

組
織
、
政
党
等
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
の
疑
念
を
国
民
か
ら
持
た
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、

民
間
企
業
が
当
該
通
知
に
お
け
る
「
特
定
の
組
織
」
に
該
当
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二



二
の
�
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
四
日
現
在
、
社
団
法
人
競
走
馬
育
成
協
会
の
会
長
は
、
小
沢
一
郎
氏
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

社
団
法
人
競
走
馬
育
成
協
会
は
、
競
馬
の
健
全
な
発
展
等
を
目
的
と
し
て
、
競
走
用
馬
の
育
成
技
術
の
向
上
に
関
す
る
普

も
う

及
、
啓
蒙
及
び
指
導
等
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
団
体
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
議
員
が
役
員
を
兼
職
し
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
、
当
該
団
体
の
業
務
活
動
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三


